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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
福
島
県
沖
の
洋
上
風
力
発
電
が
不
採
算
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
福
島
県
沖
の
洋
上
風
力
発
電
が
不
採
算
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
採
算
を
取
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
福
島
沖
で
の
浮
体
式
洋
上

風
力
発
電
シ
ス
テ
ム
の
実
証
研
究
事
業
」
（
以
下
「
本
実
証
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
所
の
安
全
性
、

信
頼
性
及
び
経
済
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
事
業
で
あ
り
、
収
益
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
で

は
な
い
。 

一
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
三
基
を
設
置
す
る
こ
と
は
委
託
者
が
決
め
た
こ
と
か
、
受
託
者
が
決
め
た
こ
と
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
実
証
事
業
に
お
い
て
設
置
す
る
設
備
の
規
模
等
に
つ
い
て
は
、
本
実
証
事
業
を
受
託
し

て
い
る
事
業
者
か
ら
の
提
案
を
受
け
、
外
部
有
識
者
に
よ
る
審
査
委
員
会
に
お
い
て
適
当
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
経

済
産
業
省
に
お
い
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

一
の
４
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

本
実
証
事
業
の
委
託
契
約
は
単
年
度
契
約
を
基
本
と
し
て
お
り
事
業
の
終
了
時
期
に
関
す
る
定
め
は
な
い
が
、
令
和
二
年

度
末
で
終
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
本
実
証
事
業
に
お
い
て
設
置
し
た
設
備
の
事
業
終
了
後
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
委
託
契
約
等
に
お
い
て
、
具
体
的
に
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

本
実
証
事
業
の
開
始
時
に
お
い
て
は
、
主
に
、
丸
紅
株
式
会
社
が
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
所
の
維
持
管
理
手
法
の
開
発
、

国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
が
気
象
等
の
観
測
・
予
測
技
術
等
の
開
発
、
三
菱
商
事
株
式
会
社
が
環
境
影
響
調
査
等
の
実
施
、

三
菱
重
工
業
株
式
会
社
、
株
式
会
社
ア
イ
・
エ
イ
チ
・
ア
イ 

マ
リ
ン
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
、
三
井
造
船
株
式
会
社
、
新
日
本
製

鐵
株
式
会
社
及
び
株
式
会
社
日
立
製
作
所
が
係
留
等
の
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
設
備
等
の
開
発
、
古
河
電
気
工
業
株
式
会
社

が
送
電
技
術
等
の
開
発
、
清
水
建
設
株
式
会
社
が
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
設
備
の
施
工
技
術
等
の
開
発
、
み
ず
ほ
情
報
総
研

株
式
会
社
が
国
内
外
の
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
に
関
す
る
基
礎
情
報
の
収
集
や
本
実
証
事
業
に
関
す
る
報
告
書
の
取
り
ま
と

め
等
を
担
当
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
採
算
が
取
れ
な
か
っ
た
理
由
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
実
証
事
業
に
関



 

３ 

 

係
す
る
事
業
者
等
と
は
、
事
業
の
進
捗
管
理
の
一
環
と
し
て
、
本
実
証
事
業
の
安
全
性
、
信
頼
性
、
経
済
性
等
に
つ
い
て
必

要
に
応
じ
議
論
を
行
っ
て
い
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
採
算
が
取
れ
な
い
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
事
業

の
経
済
性
に
は
、
発
電
設
備
の
稼
働
率
、
維
持
管
理
費
用
等
が
影
響
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
、
本
実
証

事
業
は
継
続
中
で
あ
り
、
今
後
、
最
終
的
な
成
果
の
検
証
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

一
般
的
に
、
委
託
事
業
に
お
い
て
は
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、
そ
の
状
況
等
に
つ
い
て
政
府
が

確
認
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
事
業
の
目
的
や
性
質
に
応
じ
て
、
受
託
者
が
実
施
す
る
業
務
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
本
実
証
事
業
は
、
浮
体
式
洋
上
風
力
発
電
所
の
安
全
性
、
信
頼
性
及
び
経
済
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
等
を
目
的
と
し
た
事
業
で
あ
り
、
収
益
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
で
は
な
い
。 


